
広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年５月24日

広島県公安委員会

委員長 髙 須 司 登

広島県公安委員会規則第７号

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次のように

改正する。

第10条第８号中「大型自動車」の次に「、中型自動車」を加える。

第15条の表試験等の種類の欄を次のように改める。

試 験 等 の 種 類

１ 全種類の免許試験

２ 大型自動車、中型自動車及び普通自

動車に係る技能検査

３ 普通自動車免許、大型自動二輪車免

許及び普通自動二輪車免許の学科再試

験及び技能再試験並びに原動機付自転

車免許の学科再試験

１ 全種類の免許試験。ただし、技能試

験は、普通自動車免許、普通自動二輪

車免許及び普通自動車第二種免許並び

に普通自動車仮免許に限る。

２ 普通自動車に係る技能検査

３ 原動機付自転車免許の学科再試験

１ 全種類の免許試験。ただし、技能試

験は、普通自動車免許及び普通自動二

輪車免許並びに普通自動車仮免許に限

る。

２ 普通自動車に係る技能検査

３ 原動機付自転車免許の学科再試験

当該警察署 (広島中央警察署、広島東警

察署、広島西警察署、広島南警察署及び

安佐南警察署を除く｡)の管轄区域内に住

居を有する者の小型特殊自動車免許及び

原動機付自転車免許の免許試験

１ 全種類の免許試験

２ 大型自動車、中型自動車及び普通自

動車に係る技能検査

３ 普通自動車免許の技能再試験



第16条の２第１項中 第32条の２第４号 を 第32条の２第２項 第32条の３ に 大型「 」 「 、 」 ，「

自動車」を「中型自動車」に改める。

第21条の６の見出しを「 大型車講習、中型車講習又は普通車講習 」に改める。（ ）

第21条の７の見出しを「 大型二輪車講習又は普通二輪車講習 」に改める。（ ）

第21条の８及び第21条の９を削る。

第21条の10中「第108条の２第１項第８号」を「第108条の２第１項第６号」に改め，同条

を第21条の８とする。

第21条の11中「第108条の２第１項第８号の２」を「第108条の２第１項第７号」に改め，

同条を第21条の９とし，同条の次に次の１条を加える。

（応急救護処置講習）

、第21条の10 法第108条の２第１項第８号に規定する講習を受講しようとする者は、受講日に

当該講習の行われる場所において 取得時講習受講申出書を法第108条の２第３項の規定に、

より公安委員会が当該講習の実施を委託する者及び運転免許課長を経由して公安委員会に

提出しなければならない。

第21条の12を第21条の11とし，第21条の13から第21条の19までを１条ずつ繰り上げる。

附則第３項を削り，附則第４項を附則第３項とし，附則第５項を附則第４項とし，附則第

６項を附則第５項とする。
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｢

に改める。

」

別記様式第13号中

「
運転者数

大 型 台大型 台

専従 人普 通 台

軽 台自 動 車 台 数 乗用 貨物普通 台
予備 人 を大型特殊 台

小型 〃 台
軽 台 計 人自 二 台

」

「
運転者数

大型 台 大 型 台
中 型 台

中型 台 普 通 台
軽 台自 動 車 台 数 乗用 貨物

に
普通 台 大型特殊 台

小型 〃 台
軽 台 自 二 台

」

改める。

「 「

別記様式第15号の（１枚目）中 を に，

」 」

専従 人

予備 人

計 人

記 載 事 項 変 更

広島・福山免許センター

警察署

月 日

金 ・ 青 ・ 緑

記 載 事 項 変 更

運転免許センター・福山試験場

警察署

月 日

金 ・ 青 ・ 緑
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改め，同様式の（２枚目）中

「
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」
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に

」

改める。

別記様式第16号の２中

「
審査に係る緊急自動車

を大 型 普 通 大自二 普自二
の種類

」

「
審査に係る緊急自動車

に，中 型 普 通 大自二 普自二
の種類

」
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る。

別記様式第19号の４中

「
大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大

取 消 前 に 取 得 し て い た 自 自 ん 型 通 特 を
免 許 の 種 別

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二
」

「
大 中 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大

。
取消前に取得していた

自 自 ん 型 型 通 特 に改める
型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二

免 許 の 種 別

」

別記様式第19号の５を次のように改める。



（第21条の５関係）様式第19号の５

年

住 所

月 日平成

広島県収入証

紙ちよう付欄

 年    月   日生

停 止 処 分 者 講 習 受 講 申 出 書

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。

氏 名

ＴＥＬ

及び性別

生年月日

注　広島県収入証紙には，割印をしないこと。

性別

広島県公安委員会  様

年 月 日から 日の間受け

ておりますが，道路交通法第１０８条の２第１項第３号に規定する講習を

私 は ， 現 在 運 転 免 許 の 停 止 処 分 を

受けたいので，講習手数料を添えて申し出ます。



受講する 普 通 大 自 二 普 自 二 大型旅客車 普通旅客車

講習の種別 応急救護処置（一） 応急救護処置（二）

受講する 大 型 中 型 普 通 大 自 二 普 自 二

講習の種別 大型旅客車 中型旅客車 普通旅客車 応急（一） 応急（二）

「（ 、 ）」 「（ 、別記様式第19号の６中 第21条の６－第21条の９ 第21条の11関係 を 第21条の６

第21条の７、第21条の９、第21条の10関係 」に 「第６号、第７号及び第８号の２」を「第） ，

７号及び第８号」に，

「

を

」
「

に

」

改める。

別記様式第19号の７中「 第21条の10関係 」を「 第21条の８関係 」に 「第108条の２第（ ） （ ） ，

１項第８号」を「第108条の２第１項第６号」に改める。

別記様式第19号の８中「 第21条の12関係 」を「 第21条の11関係 」に改める。（ ） （ ）

別記様式第19号の９中「 第21条の14関係 」を「 第21条の13関係 」に改める。（ ） （ ）

別記様式第19号の10中「 第21条の15関係 」を「 第21条の14関係 」に，（ ） （ ）

「

大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大

現 に 受 け て
自 自 ん 型 通 特種 別

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二
を

い る 免 許

」

「

中 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大大

種 別 自 自 ん 型 型 通 特
現 に 受 け て

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二型
に

い る 免 許

」

改める。

別記様式第19号の11中「 第21条の16関係 」を「 第21条の15関係 」に改める。（ ） （ ）

別記様式第19号の12中「 第21条の17関係 」を「 第21条の16関係 」に改める。（ ） （ ）

別記様式第19号の13中「 第21条の18関係 」を「 第21条の17関係 」に，（ ） （ ）

平成 年 月 日まで有効

け

ん

引

二

平成 年 月 日まで有効有効年月日

有 効 年 月 日

け
ん
引
二



「
大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大

ん 型 通 特種 別 自 自

を
現に受けている

型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二
免 許

有 効

年月日

」

「
大 中 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大

自 自 ん 型 型 通 特種 別
現に受けている 型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二

に
免 許

有 効

年月日

」

改める。

別記様式第19号の14中「 第21条の19関係 」を「 第21条の18関係 」に，（ ） （ ）

「

大 普 大 大 普 小 原 け 大 普 大

型 通 特種 別 自 自 ん

型 通 特 二 二 特 付 二 二 二
現に受けている

引 を免 許

有 効

年月日

」

「
普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大大 中

自 自 ん 型 型 通 特種 別
型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二現に受けている

に免 許

有 効

年月日

」

改める。

別記様式第20号を削る。

附 則

この公安委員会規則は，平成19年６月２日から施行する。
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